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雲南市地域防災計画（原子力災害対策編）新旧対照表 

修正前 修正後 摘要 

 

 

 

 

雲南市地域防災計画 

（原子力災害対策編） 

 

令和４年６月改訂 

 

 

 

 

島根県 雲南市 

 

 

 

 

 

 

 

雲南市地域防災計画 

（原子力災害対策編） 

 

令和５年６月改訂 

 

 

 

 

島根県 雲南市 

 

※新旧対照表ページと 

素案ページは一致しな

い 

 

・原子力災害対策指針は 

「原災指針」と略 

・原子力災害対策マニュア

ルは「原災マニュアル」

と略 

・防災基本計画は 

「防災計画」と略 

・雲南市地域防災計画（風

水害等対策編）、同（震災

対策編）は 

「風水害編等」と略 
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修正前 修正後 摘要 

目 次 

別添３－１ 防護措置実施の フローの例 別添３－１ 防護措置等の実施フローの例 原災指針の記載を反映 

第１章 総則 

第１節 計画の目的 第１節 計画の目的  

第２節 計画の性格 

１～４ （略） 

５ 計画の用語 

 (1)、(2) （略） 

 (3) 施設敷地緊急事態・・・原子力発電所において公衆に放射線による影響をも

たらす可能性のある事象が生じたため、原子力発電所周辺において緊急時に

備えた避難等の主な 防護措置の準備を開始する必要がある段階をいう。 

 (4) 全面緊急事態・・・原子力発電所において公衆に放射線による影響をもたら

す可能性が高い事象が生じたため、重篤な確定的影響を回避し又は最小化す

るため、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速な防護措置を実施す

る必要がある段階をいう。 

※上記(2)～(4)の区分に該当するかを判断するための緊急時活動レベル

（ＥＡＬ：Emergency Action Level）は、別添１のとおりである。 

  (5)  （略） 

  (6) 施設敷地緊急事態要避難者・・・次に掲げるものをいう。 

 

 

  ①～③ （略） 

 (7) 避難退域時検査及び簡易除染・・・避難住民等に対し、防護措置を実施すべ

き基準以下であるか否かを確認する検査及び基準値を超えた場合に、検査場所

において実施することのできる簡易な     除染（着替え、拭き取り、簡

易除染剤やシャワーの利用等）のことをいう。 

  ※避難は、その実施状況等により「避難」と「一時移転」の２つに分類される

が、以下、本文における避難には一時移転を含む。 

第２節 計画の性格 

１～４ （略） 

５ 計画の用語 

 (1)、(2) （略） 

 (3) 施設敷地緊急事態・・・原子力発電所において公衆に放射線による影響をも

たらす可能性のある事象が生じたため、原子力発電所周辺において緊急時に

備えた避難等の予防的防護措置の準備を開始する必要がある段階をいう。 

 (4) 全面緊急事態・・・原子力発電所において公衆に放射線による影響をもたら

す可能性が高い事象が生じたため、重篤な確定的影響を回避し又は最小化す

るため、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速な防護措置を実施す

る必要がある段階をいう。 

※上記(2)～(4)の区分に該当するかを判断するための緊急時活動レベル

（ＥＡＬ：Emergency Action Level）は、別添２のとおりである。 

  (5)  （略） 

  (6) 施設敷地緊急事態要避難者・・・ＰＡＺ内の住民等であって、施設敷地緊急

事態の段階で避難等の予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者を

いう。 

   ①～③ （略） 

 (7) 避難退域時検査及び簡易除染・・・避難住民等に対し、除染  を実施すべ

き基準以下であるか否かを確認する検査及び基準値を超えた場合に、検査場所

において実施することのできる簡易な方法による除染           

              のことをいう。 

 ※避難は、その実施状況等により「避難」と「一時移転」の２つに分類される

が、以下、本文における避難には一時移転を含む。 

 

 

 

 

 

 

原災指針の記載を反映 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

原災指針の記載を反映 

 

 

 

原災指針の改正を反映 

 

 

 

 

第３節 計画の前提 第３節 計画の前提  
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修正前 修正後 摘要 

第４節 計画の周知徹底 第４節 計画の周知徹底  

第５節 計画の作成又は修正に際し遵守するべき指針 第５節 計画の作成又は修正に際し遵守するべき指針  

第６節 計画の基礎とするべき災害の想定 第６節 計画の基礎とするべき災害の想定  

第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の範囲 第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の範囲  

第８節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置の

準備及び実施 

第８節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置の

準備及び実施 

 

第９節 関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

  （中略） 

消防機関 

機関名 連絡窓口 処理すべき事務又は業務の大綱 

雲南消防本部 警防課 １ 被ばく患者（放射線により被ばく

し、若しくは放射性物質により汚染さ

れた者又はいずれかのおそれのある

者）の搬送 

２ 住民の避難・誘導等 

雲南市消防団 雲南市防災部防

災安全課 

１ 住民の避難・誘導等 

 

指定公共機関 

機関名 連絡窓口 処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

西日本旅客鉄道

㈱米子支社 

総務企画課 １ 鉄道による緊急輸送の確保 

日本貨物鉄道㈱

関西支社 

米子営業支店 １ 鉄道による緊急輸送の確保 

（略） 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｻｰﾋﾞｽ

本部事業推進部

１ 電気通信施設の防災管理及び応急

復旧 

第９節 関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

  （中略） 

消防機関 

機関名 連絡窓口 処理すべき事務又は業務の大綱 

雲南消防本部 警防課 １ 被ばく傷病者等（放射性物質による

汚染や被ばくを伴う傷病者及びそれ

らの疑いのある者）         

  の搬送 

２ 住民の避難・誘導等 

雲南市消防団 雲南市防災部防

災安全課 

１ 住民の避難・誘導等 

 

指定公共機関 

機関名 連絡窓口 処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

西日本旅客鉄道

㈱中国統括本部 

経営企画部総務

（山陰） 

１ 鉄道による緊急輸送の確保 

日本貨物鉄道㈱

関西支社 

岡山支店伯耆大

山駅 

１ 鉄道による緊急輸送の確保 

（略） 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝｽﾞ㈱ 

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｻｰﾋﾞｽ

本部事業推進部

１ 電気通信施設の防災管理及び応急復

旧 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正に伴う修正 

 

所要の修正 

 

 

記載の適正化 
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修正前 修正後 摘要 

危機管理室 

㈱ＮＴＴドコモ

中国支社島根支

店 

総務企画担当 １ 電気通信施設、設備の整備及び防災

管理 

２ 災害非常通信の確保 

３ 被災電気通信施設、設備の応急復旧 

KDDI㈱ 中国総支社管理

部 

１ 電気通信施設の防災管理及び応急

復  

  

              

                          

ソフトバンク㈱            

           

       

（略） 

日本通運㈱ 松江支店木次営

業所 

１ 陸路による緊急輸送の確保 

（略） 

（中略） 

原子力災害に対応する医療機関等 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

（新設） （新設） 

 

 

 

高度被ばく医療支援センター １ 重篤な外部被ばく・内部被ばく患者の診療

等の実施 

２ 高度専門的研修  の実施 

３ 専門家の派遣 

原子力災害医療・総合支援セ

ンター 

１ 高線量被ばく患者の救急治療 

２ 医療機関連携体制の構築 

３ 原子力災害医療派遣チームの派遣調整  

危機管理室 

㈱ＮＴＴドコモ

中国支社島根支

店 

 

総務企画担当 １ 電気通信施設、設備の整備及び防災

管理 

２ 災害非常通信の確保 

３ 被災電気通信施設、設備の応急復旧 

（削除） KDDI㈱ 中国総支社管理

部 

ソフトバンク㈱ 総務本部地域総

務部九州・中四

国総務課 

（略） 

日本通運㈱ 山陰支店松江事

務所 

１ 陸路による緊急輸送の確保 

（略） 

  （中略） 

原子力災害に対応する医療機関等 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

基幹高度被ばく医療支援セ

ンター 

１ 特に重篤な被ばく傷病者の診療等の実施 

２ 高度専門的な教育研修等の実施 

３ 特に重篤な 被ばく傷病者の診療等に係

る研究開発・人材育成 

高度被ばく医療支援センタ

ー 

１ 重篤な被ばく傷病者      の診療

等の実施 

２ 専門的な教育研修等の実施 

３ （略） 

原子力災害医療・総合支援

センター 

（削除） 

１ 医療機関連携体制の構築 

２ 原子力災害医療派遣チームの派遣調整・ 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

所要の修正 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

原災指針の改正を反映 

 

 

 

原災指針の改正を反映 

 

 

 

記載の適正化 

原災指針の改正を反映 
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修正前 修正後 摘要 

           

原子力災害拠点病院 １ 被ばく患者に対する専門的医療     

                    

  の実施 

２ （略） 

３ （新設） 

（略） 

  （中略） 

同チーム構成員の養成 

原子力災害拠点病院 １ 被ばく傷病者等（放射性物質による汚染

の疑いのない傷病者を含む。）の受入・適切

な医療の実施 

２ （略） 

３ 原子力災害医療派遣チームの編成 

（略） 

 （中略） 

 

原災指針の改正を反映 

第２章 原子力災害事前計画 

第１節 基本方針 第１節 基本方針  

第２節 中国電力㈱との防災業務計画に関する協議及び防災要員の現況等の届出

の受理 

第２節 中国電力㈱との防災業務計画に関する協議及び防災要員の現況等の届出

の受理 

 

第３節 立入検査の同行並びに報告の徴収 第３節 立入検査の同行並びに報告の徴収  

第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携 第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携  

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え  

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

  （中略） 

 ２ 情報の分析整理 

(1)(2) （略） 

(3) 防災対策上必要とされる資料 

市は、国、県及び中国電力㈱と連携して応急対策の的確な実施に資するた

め、以下のような社会環境に関する資料、防護措置の判断に関する資料、防

護資機材等に関する資料を適切に整備し、定期的に更新するとともに、市役

所            適切に備え付け、これらを確実に管理するもの

とする。 

 （中略） 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

  （中略） 

 ２ 情報の分析整理 

 (1)(2) （略） 

  (3) 防災対策上必要とされる資料 

市は、国、県及び中国電力㈱と連携して応急対策の的確な実施に資するた

め、以下のような社会環境に関する資料、防護措置の判断に関する資料、防

護資機材等に関する資料を適切に整備し、定期的に更新するとともに、市役

所及びオフサイトセンターに適切に備え付け、これらを確実に管理するもの

とする。 

 （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

原災指針の記載を反映 

 

第７節 緊急事態応急体制の整備 

 １ 警戒本部体制の整備 

第７節 緊急事態応急体制の整備 

 １ 警戒本部体制の整備 
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修正前 修正後 摘要 

(1) 警戒態勢をとるために必要な体制 

（中略） 

  ① （略） 

  ② 発電所から県に                          

              第１０条の異常時における連絡があったと

き  

  ③④ （略） 

（中略） 

２ 災害対策本部体制の整備 

市は、施設  緊急事態の発生を認知した場合又は施設  緊急事態の発生

の通報を受けた場合、市長を本部長とする災害対策本部を迅速・的確に設置・

運営するため、災害対策本部の設置場所、職務権限、本部の組織・所掌事務、職

員の参集配備体制、本部運営に必要な資機材の調達方法等についてあらかじめ

定めておくものとする。 

（中略） 

３ オフサイトセンターにおける原子力災害合同対策協議会等の体制 

市は、原災法第１５条に基づく原子力緊急事態宣言発出後は、同法第２３条

により、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急

事態応急対策について相互に協力するため、国、県及び鳥取県 とともに   

       原子力災害合同対策協議会[＊]を組織するものとする。同協

議会は、国の現地災害対策本部、県及び市のそれぞれの災害対策本部の代表

者、指定公共機関の代表者及び中国電力㈱の代表者から権限を委任された者か

ら構成され、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構等の専門家が必要に応じ出席することとされている。      

（中略） 

 

(1) 警戒態勢をとるために必要な体制 

（中略） 

  ① （略） 

  ② 発電所から県に「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協

定」（以下「安全協定」という。）第１０条の異常時における連絡があったと

き 

  ③④ （略） 

（中略） 

２ 災害対策本部体制の整備 

市は、施設敷地緊急事態の発生を認知した場合又は施設敷地緊急事態の発生

の通報を受けた場合、市長を本部長とする災害対策本部を迅速・的確に設置・

運営するため、災害対策本部の設置場所、職務権限、本部の組織・所掌事務、職

員の参集配備体制、本部運営に必要な資機材の調達方法等についてあらかじめ

定めておくものとする。 

（中略） 

３ オフサイトセンターにおける原子力災害合同対策協議会等の体制 

市は、原災法第１５条に基づく原子力緊急事態宣言発出後は、同法第２３条

により、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急

事態応急対策について相互に協力するため、国、県及び鳥取県等とともにオフ

サイトセンターに原子力災害合同対策協議会[＊]を組織するものとする。同協

議会は、国の現地災害対策本部、県及び市のそれぞれの災害対策本部の代表

者、指定公共機関の代表者及び中国電力㈱の代表者から権限を委任された者か

ら構成され、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構等の専門家が必要に応じ出席することとされている。 

 （中略） 

 

 

 

県地域防災計画の記載

を反映 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災計画の記載

を反映 

 

第８節 避難受入活動体制の整備 

 １～２ （略） 

第８節 避難受入活動体制の整備 

 １～２ （略） 
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修正前 修正後 摘要 

 ３ 要配慮者等の避難誘導・移送体制等の整備 

(1) （略） 

(2) 市は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、平常時よ

り避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿 を作

成するものとする。 

  また、避難行動要支援者名簿 は、地域における避難行動要支援者の居

住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定

期的に更新するものとする。 

(3) 市は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、避難支援

等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、

作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。 

（中略） 

避難支援等に携わる関係者は次のとおりとする（以下同じ。）。 

ア 消防機関（消防本部、消防署、消防団） 

   イ 警察機関（警察本部、警察署） 

   ウ 社会福祉協議会 

   エ 地域自主組織 

   オ 自治会 

   カ 民生委員      

            

            

   キ その他市長が特別に認める者 

(4) 市は、避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意

を得ることにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿 を提供するととも

に、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体

制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る

ものとする。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるもの

とする。 

 ３ 要配慮者等の避難誘導・移送体制等の整備 

(1) （略） 

(2) 市は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、平常時よ

り避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿等を作

成するものとする。 

  また、避難行動要支援者名簿等は、地域における避難行動要支援者の居

住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定

期的に更新するものとする。 

(3) 市は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、避難支援

等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、

作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。 

（中略） 

避難支援等に携わる関係者は次のとおりとする（以下同じ。）。 

ア 消防機関（消防本部、消防署、消防団） 

   イ 警察機関（警察本部、警察署） 

   ウ 社会福祉協議会 

   エ 地域自主組織 

   オ 自治会 

   カ 民生委員・児童委員 

   キ 介護支援専門員 

   ク 相談支援専門員 

   ケ その他市長が特別に認める者 

(4) 市は、避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意

を得ることにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿等を提供するととも

に、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体

制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る

ものとする。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるもの

とする。 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 
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修正前 修正後 摘要 

(5)～(9) （略） (5)～(9) （略） 

第９節 飲食物の摂取制限及び出荷制限 第９節 飲食物の摂取制限及び出荷制限  

第 10 節 緊急輸送活動体制の整備 第 10 節 緊急輸送活動体制の整備  

第 11 節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 第 11 節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備  

第 12 節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 第 12 節 住民等への的確な情報伝達体制の整備  

第 13 節 行政機関の業務継続計画の策定 第 13 節 行政機関の業務継続計画の策定  

第 14 節 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及と啓発等 第 14 節 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及と啓発等  

第 15 節 防災業務関係者の人材育成 第 15 節 防災業務関係者の人材育成  

第 16 節 防災訓練等の実施 第 16 節 防災訓練等の実施  

第 17 節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応 第 17 節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応  

第３章 異常時等の対策 

第１節 基本方針 第１節 基本方針  

第２節 環境放射線異常時の対策 第２節 環境放射線異常時の対策  

第３節 発電所異常時の対策 第３節 発電所異常時の対策  

第４節 情報収集事態及び警戒事態発生時の対策 

 (1) （略） 

 (2) 警戒事態が発生した場合 

① （中略） 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、関係地方公

共団体に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。さらに、

ＰＡＺを含む地方公共団体に対しては、原子力事業所の被害状況に応じて、

施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（施設敷地緊急事態要避難者数の確

認、避難ルート・避難先、移動手段の確保等）を行うよう、ＵＰＺ外の地方

公共団体に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送

手段の確保等）に協力するよう、要請することとされている。その際併せて、

気象情報を提供するものとされている。 

 

第４節 情報収集事態及び警戒事態発生時の対策 

 (1) （略） 

 (2) 警戒事態が発生した場合 

① （中略） 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、関係地方公

共団体に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう要請する。さらに、

ＰＡＺを含む地方公共団体に対しては、原子力事業所の被害状況に応じて、

施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（施設敷地緊急事態要避難者数の確

認、避難ルート・避難先、移動手段の確保等）を行うよう、ＵＰＺ外の地方

公共団体に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送

手段の確保等）に協力するよう、要請することとされている。その際併せて、

気象情報を提供するものとされている。 

 

 

 

 

 

 

県地域防災計画の記載

を反映 

 

第４章 緊急事態応急対策計画 
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修正前 修正後 摘要 

第１節 基本方針 第１節 基本方針  

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

 １ 施設敷地緊急事態発生情報等の連絡 

(1) 施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 

① （略） 

② 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力

緊急事態が発生しているか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の

今後の進展の見通し等事故情報等について市をはじめ官邸（内閣官房）、内

閣府、関係地方公共団体、県警察本部に連絡するものとされている。また、

施設敷地緊急事態において必要に応じ                   

    ＰＡＺを含む市町村に対し住民の避難準備           

                                  

                                  

   を行うよう、ＵＰＺを含む地方公共団体に対しては、屋内退避   

    の準備を行うよう、ＵＰＺ外の地方公共団体に対しては、避難し

た施設敷地緊急事態要避難者の受入れ及び施設敷地緊急事態要避難者以

外の住民の避難準備       （避難者数の確認、避難ルート・避難

先、移動手段の確保等）に協力するよう、要請するものとされている。 

  ③④ （略） 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

 １ 施設敷地緊急事態発生情報等の連絡 

(1) 施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 

① （略） 

② 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力

緊急事態が発生しているか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の

今後の進展の見通し等事故情報等について市をはじめ官邸（内閣官房）、内

閣府、関係地方公共団体、県警察本部に連絡するものとされている。また、

施設敷地緊急事態において原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策

本部は、ＰＡＺを含む市町村に対しては、施設敷地緊急事態要避難者を対

象とした避難等の予防的防護措置や、施設敷地緊急事態要避難者以外の住

民等を対象とした避難等の予防的防護措置の準備（避難先、輸送手段の確

保等）を行うよう、ＵＰＺを含む地方公共団体に対しては、屋内退避等の

防護措置の準備を行うよう、ＵＰＺ外の地方公共団体に対しては、避難し

た施設敷地緊急事態要避難者の受入れ及び施設敷地緊急事態要避難者以

外の住民の避難等の防護措置の準備（避難者数の確認、避難ルート・避難

先、移動手段の確保等）に協力するよう、要請するものとされている。 

  ③④ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災計画の修正を反映 

所要の修正 

第３節 災害対策本部の設置 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 災害対策本部等の組織、配備体制及び参集方法等 

  ①② （略） 

災害対策本部の事務分掌表 

部 部長職 班名 班長職 
構成課

（室）名 
事務分掌 

（略） 

政策 （略） 政策班 政策推進 政策推進課 ①緊急時広報の総括に

第３節 災害対策本部の設置 

(1)～(3) （略） 

 (4) 災害対策本部等の組織、配備体制及び参集方法等 

  ①② （略） 

災害対策本部の事務分掌表 

部 部長職 班名 班長職 
構成課

（室）名 
事務分掌 

（略） 

政策 （略） 政策班 政策推進 政策推進課 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織変更に係る修正 
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修正前 修正後 摘要 

企画

部 

課長 関すること 

②被災状況の把握の総

括に関すること 

③自衛隊の派遣要請及

び受入配備計画に関

すること 

④応援要請、派遣要請、

受入準備に関するこ

と 

⑤避難所の管理運営に

関すること 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

農
林
振
興
部 

（略） （略） 農政課長 

林業畜産

課長 

農業委員

会事務局

長 

 

 

農政課 

林業畜産課 

農業委員会

事務局 

（略） 

企画

部 

課長  

①被災状況の把握の総

括に関すること 

②自衛隊の派遣要請及

び受入配備計画に関

すること 

③応援要請、派遣要請、

受入準備に関するこ

と 

④避難所の管理運営に

関すること 

広 報 広

聴班 

広報広聴

課長 

広報広聴課 ①緊急時広報の総括に

関すること 

②災害時における被害

状況・応急対策等の報

道機関への発表につ

いての連絡調整に関

すること 

（略） 

（略） 

農
林
振
興
部 

（略） （略） 農業総務

課長 

農業畜産

課長 

林業振興

課長 

農業委員

会事務局

農業総務課 

農業畜産課 

林業振興課 

農業委員会

事務局 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織変更に係る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織変更に係る修正 
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修正前 修正後 摘要 

 

（略） 

建
設
部 

（略） （略） 建設総務

課長 

建設工務

課長 

（新設） 

（農林振

興部農林

土 木 課

長） 

 

建設総務課 

建設工務課 

（新設） 

（農林振興

部農林土木

課） 

（略） 

（略） 

総
合
セ
ン
タ
ー 

（略） （略） 自治振興

課長 

市民福祉

課長 

（新設） 

 

自治振興課 

市民福祉課 

（新設） 

 

（略） 

（略） 

長 

（略） 

建
設
部 

（略） （略） 建設総務

課長 

建設工務

課長 

農地整備

課長 

（農林振

興部農林

土 木 課

長） 

建設総務課 

建設工務課 

農地整備課 

（農林振興

部農林土木

課） 

（略） 

（略） 

総
合
セ
ン
タ
ー 

（略） （略） 自治振興

課長 

市民福祉

課長 

市民サポ

ート課長 

自治振興課 

市民福祉課 

市民サポー

ト課 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

組織変更に係る修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織変更に係る修正 

 

第４節 原子力災害合同対策協議会への出席等 第４節 原子力災害合同対策協議会への出席等  

第５節 応援要請及び職員の派遣要請等 第５節 応援要請及び職員の派遣要請等  

第６節 原子力災害被災者生活支援チームとの連携 第６節 原子力災害被災者生活支援チームとの連携  

第７節 防災業務関係者の安全確保 

 １～２ （略） 

３ 防災業務関係者の放射線防護 

(1)(2) （略） 

(3) 市は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、オフサイトセンター   

第７節 防災業務関係者の安全確保 

 １～２ （略） 

３ 防災業務関係者の放射線防護 

(1)(2) （略） 

(3) 市は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、原子力災害合同対策協議

 

 

 

 

記載の適正化 
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修正前 修正後 摘要 

 等において、国、県、発電所及び中国電力㈱と相互に密接な情報交換を行

うものとする。 

会等において、国、県、発電所及び中国電力㈱と相互に密接な情報交換を行

うものとする。 

 

第８節 住民等への的確な情報伝達活動 第８節 住民等への的確な情報伝達活動  

第９節 避難、屋内退避等の防護措置 

 １～３ （略） 

 ４ 避難の際の住民に対する避難退域時検査及び簡易除染の実施 

原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難退域時検査及

び簡易除染措置を実施するよう地方公共団体に指示するものとされている。 

県は、原子力災害対策指針に基づき、中国電力㈱等と連携し、国の協力を

得ながら、指定公共機関の支援のもと、住民等のＯＩＬに基づき特定された

区域等からの避難において、住民等（避難輸送に使用する車両及びその乗務

員を含む。）の避難退域時検査及び簡易除染を行うものとする。 

（中略） 

第９節 避難、屋内退避等の防護措置 

 １～３ （略） 

 ４ 避難の際の住民に対する避難退域時検査及び簡易除染の実施 

原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難退域時検査及

び簡易除染  を実施するよう地方公共団体に指示するものとされている。 

県は、原子力災害対策指針に基づき、中国電力㈱等と連携し、国の協力を

得ながら、指定公共機関の支援のもと、住民等のＯＩＬに基づき特定された

区域等からの避難において、住民等（避難輸送に使用する車両及びその乗務

員を含む。）の避難退域時検査及び簡易除染を行うものとする。 

（中略） 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

第 10 節  治安の確保及び火災の予防 第 10 節  治安の確保及び火災の予防  

第 11 節 飲食物の摂取制限及び出荷制限 第 11 節 飲食物の摂取制限及び出荷制限  

第 12 節 緊急輸送活動 

  （中略） 

 ２ 緊急輸送のための交通確保 

(1)  （略） 

(2) 交通の確保 

県公安委員会は、現場の警察職員、関係機関等からの情報に加え、交通  

監視カメラ、車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとす

る。 

（中略） 

第 12 節 緊急輸送活動 

  （中略） 

 ２ 緊急輸送のための交通確保 

(1)  （略） 

(2) 交通の確保 

県公安委員会は、現場の警察職員、関係機関等からの情報に加え、交通流

監視カメラ、車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとす

る。 

（中略） 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

第 13 節 救助・救急、消火活動に関する応援要請等 

(1)～(3) （略） 

(4) 県は、自ら必要と認める場合又は市から被ばく患者  の協力機関、拠点病

院、高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支援センターへの

第 13 節 救助・救急、消火活動に関する応援要請等 

(1)～(3) （略） 

(4) 県は、自ら必要と認める場合又は市から被ばく傷病者等の協力機関、拠点病

院、高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支援センターへの

 

 

記載の適正化 
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修正前 修正後 摘要 

搬送について要請があった場合は、消防庁に対し搬送手段の優先的確保などの

特段の配慮を要請するものとする。 

搬送について要請があった消防庁に対し搬送手段の優先的確保などの特段の

配慮を要請するものとする。 

第 14 節 自発的支援の受入れ 第 14 節 自発的支援の受入れ  

第 15 節 行政機関の業務継続に係る措置 第 15 節 行政機関の業務継続に係る措置  

第５章 原子力災害中長期計画 

第１節 基本方針 第１節 基本方針  

第２節 緊急事態解除宣言後の対応 第２節 緊急事態解除宣言後の対応  

第３節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 第３節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定  

第４節 放射性物質による環境汚染への対処 第４節 放射性物質による環境汚染への対処  

第５節 各種制限措置の解除 第５節 各種制限措置の解除  

第６節 災害地域住民に係る記録等の作成 第６節 災害地域住民に係る記録等の作成  

第７節 被災者等の生活再建等の支援 第７節 被災者等の生活再建等の支援  

第８節 風評被害等の影響の軽減 第８節 風評被害等の影響の軽減  

第９節 被災中小企業等に対する支援 第９節 被災中小企業等に対する支援  

第 10 節 心身の健康相談体制の整備 第 10 節 心身の健康相談体制の整備  
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修正前 修正後 摘要 

別 添 資 料 

  

原災指針の記載を反映 

飲
食

物

放
射

能
濃

度
測

定

放射性物質の放出前放射性物質の放出後

Ｕ
Ｐ

Ｚ
内

Ｐ
Ａ

Ｚ
内

Ｕ
Ｐ

Ｚ
外

プ
ラ

ン
ト

の
状

況
悪

化
に

応
じ

て
段

階
的

に
実

施

数
時

間
以

内

1
日

以
内

数
日

以
内

避
難

避
難

退
域

時
検

査
簡

易
除

染
等

1
週

間
以

内

一
時

移
転

緊
急

時
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
（
汚

染
範

囲
の

特
定

）

避
難

安
定

ヨ
ウ

素
剤

O
IL1

超

飲
食

物

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
基

準
超

O
IL4
超

一
時

移
転

避
難

退
域

時
検

査

簡
易

除
染

等
O
IL4
超

飲
食

物
摂

取
制

限
O
IL6

超

全
面

緊
急

事
態

数
時

間
以

内

※
放

出
の

通
報

ま
た

は
検

知
に

よ
り

開
始

プ
ラ

ン
ト

の
状

況
悪

化
に

応
じ

て
段

階
的

に
実

施

1
月

以
内

O
IL2

超
※

１

O
IL2

超
※

１

飲
食

物

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
基

準
超

屋
内

退
避

避
難

安
定

ヨ
ウ

素
剤

屋
内

退
避

の
注

意
喚

起
屋

内
退

避

緊
急

時
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
（
汚

染
範

囲
の

特
定

）
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

※
１

Ｏ
ＩＬ

２
の

基
準

値
を

超
え

た
際

に
は

、
併

せ
て

地
域

生
産

物
の

摂
取

を
制

限
す

る
。

別
添
３
－
１
 
防
護
措
置
実
施
の

フ
ロ
ー
の
例
 

別
添
３
－
１
 
防
護
措
置
等
の
実

施
フ
ロ
ー
の
例
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記載の適正化 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※

島
根

原
子

力
発

電
所

２
号
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に

適
用
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制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
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ン
グ
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護

措
置
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制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ
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護
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置
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制
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備
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供
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ニ

タ
リ

ン
グ
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要

員
参

集
・
情

報
収

集
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連

絡
体

制
の

構
築
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国
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集
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収

集
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体
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築
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民
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の
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難
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配
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先
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輸

送
手
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）
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収
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築
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収
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築
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情
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収
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制
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構
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現

地
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遣
の

準
備
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自

治
体
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情
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供
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報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報
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リ
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情

報
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収
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緊
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タ
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避

難
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自

治
体

に
要

配
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者
等

の
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
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）
を

指
示
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自

治
体
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の

参
集

要
請

・
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関
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じ
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情
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報
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収
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タ
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グ

の
準

備
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自

治
体
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じ
た

情
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供
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急
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モ
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タ
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の
準
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原子力

事業者

・
要

員
追

加
参

集
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国
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び

自
治

体
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通
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敷
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界
の
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タ
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-

・
自

治
体
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通
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び
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援
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追

加
参

集
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国
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他
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自
治

体
に

応
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民
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達
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今

後
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情
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つ
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起
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の
実
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難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）

【
安

定
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ウ
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服
用

準
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配
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等
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収
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体
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築
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情
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築
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情
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情
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供
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等
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体
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情
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緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
屋

内
退

避
】

・
自

治
体

に
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情
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追
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示
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情
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供
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供
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概
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Ｚ
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Ｐ
Ｚ
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概
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に
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施設敷地緊急事態

(原災法１０条の通報すべき基準を採用。ただし、全面

緊急事態に該当する場合を除く。）

警戒事態

全面緊急事態

(原災法１５条の原子力緊急事態宣言

の基準を採用。)

-

【
避
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】
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治
体
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配
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者
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受
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れ
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の
協

力
を

要
請

【
避

難
】

・
要

配
慮

者
等

の
避

難
受

入
れ

・
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
へ

の
協

力

-

【
避

難
等

】
・
自

治
体

に
避

難
等

の
受

入
れ

を
要

請
【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
自

治
体

に
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
へ

の
協

力
を

要
請

【
避

難
等

】
・
避

難
等

の
受

入
れ

【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
へ

の
協

力

別
添

４
－

１
　

原
子

力
事

業
者

、
国

、
地

方
公

共
団

体
が

採
る

こ
と

を
想

定
さ

れ
る

措
置

等
（
１

／
２

）

注
）
本

イ
メ

ー
ジ

は
各

主
体

の
一

般
的

な
行

動
を

例
示

し
て

お
り

、
各

地
域

に
お

い
て

は
、

地
域

の
特

性
等

に
応

じ
て

防
護

措
置

に
係

る
各

主
体

の
行

動
を

と
る

こ
と

と
す

る
。

防
護

措
置

緊急事態区分

【
避

難
】

・
自

治
体

に
要

配
慮

者
等

の
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
へ

の
協

力
を

要
請

【
避

難
】

・
要

配
慮

者
等

の
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
へ

の
協

力

-

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※

島
根

原
子

力
発

電
所

２
号

炉
に

適
用

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

防
護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

防
護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

原子力

事業者

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
国

へ
通

報
・
敷

地
境

界
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

-
-

-
-

-
-

-
-

地方

公共団体

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
【
避

難
】

・
施

設
敷

地
緊

急
事

態
要

避
難

者
の

避
難

準
備

（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備

-

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

-
-

国

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築・
現

地
派

遣
の

準
備

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備

【
避

難
】

・
自

治
体

に
施

設
敷

地
緊

急
事

態
要

避
難

者
の

避
難

準
備

（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
を

指
示

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
-

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
の

た
め

の
調

整

原子力

事業者

・
要

員
追

加
参

集
・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

・
敷

地
境

界
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

-
-

・
自

治
体

へ
通

報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
及

び
支

援

地方

公共団体

・
要

員
追

加
参

集
・
国

及
び

他
の

自
治

体
に

応
援

要
請

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
今

後
の

情
報

に
つ

い
て

住
民

等
へ

の
注

意
喚

起

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
避

難
】

・
施

設
敷

地
緊

急
事

態
要

避
難

者
の

避
難

の
実

施
・
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

準
備

（
配

布
等

）

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
今

後
の

情
報

に
つ

い
て

住
民

等
へ

の
注

意
喚

起

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
屋

内
退

避
】

・
屋

内
退

避
準

備
・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
今

後
の

情
報

に
つ

い
て

住
民

等
へ

の
注

意
喚

起

-

国

・
要

員
追

加
参

集
・
現

地
派

遣
の

実
施

・
現

地
追

加
派

遣
の

準
備

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
避

難
】

・
自

治
体

に
施

設
敷

地
緊

急
事

態
要

避
難

者
の

避
難

の
実

施
を

指
示

・
自

治
体

に
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
を

指
示

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
自

治
体

に
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

準
備

（
配

布
等

）
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
屋

内
退

避
】

・
自

治
体

に
屋

内
退

避
準

備
を

指
示

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
及

び
支

援

原子力

事業者

・
要

員
追

加
参

集
・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

・
敷

地
境

界
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

-
-

・
自

治
体

へ
通

報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

地方

公共団体

・
要

員
追

加
参

集
・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
避

難
】

・
避

難
の

実
施

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
住

民
等

へ
の

安
定

ヨ
ウ

素
剤

の
服

用
指

示

・
国

及
び

他
の

自
治

体
に

応
援

要
請

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
屋

内
退

避
】

・
屋

内
退

避
の

実
施

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

準
備

（
配

布
等

）
【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
避

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

国

・
要

員
追

加
参

集
・
現

地
追

加
派

遣
の

実
施

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
避

難
】

・
自

治
体

に
避

難
の

実
施

（
移

動
が

困
難

な
者

の
一

時
屋

内
退

避
を

含
む

）
を

指
示

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
自

治
体

に
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

を
指

示

・
現

地
追

加
派

遣
の

準
備

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
屋

内
退

避
】

・
自

治
体

に
屋

内
退

避
の

実
施

を
指

示
【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
自

治
体

に
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

準
備

（
配

布
等

）
を

指
示

【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
自

治
体

に
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
を

指
示

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

Ｕ
Ｐ

Ｚ
外

（
概

ね
3
0
km

～
）

※
防

護
措

置
や

協
力

な
ど

が
必

要
と

判
断

さ
れ

た
範

囲
に

限
る

。

施設敷地緊急事態

(原災法１０条の通報すべき基準を採用。ただし、全面

緊急事態に該当する場合を除く。）

警戒事態

全面緊急事態

(原災法１５条の原子力緊急事態宣言

の基準を採用。)

-

【
避

難
】

・
自

治
体

に
施

設
敷

地
緊

急
事

態
要

避
難

者
の

避
難

受
入

れ
を

要
請

・
自

治
体

に
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
へ

の
協

力
を

要
請

【
避

難
】

・
施

設
敷

地
緊

急
事

態
要

避
難

者
の

避
難

受
入

れ
・
避

難
準

備
（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
へ

の
協

力

-

【
避

難
】

・
自

治
体

に
施

設
敷

地
緊

急
事

態
要

避
難

者
の

避
難

準
備

（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
へ

の
協

力
を

要
請

【
避

難
】

・
施

設
敷

地
緊

急
事

態
要

避
難

者
の

避
難

準
備

（
避

難
先

、
輸

送
手

段
の

確
保

等
）
へ

の
協

力

-

緊急事態区分

別
添

４
－

１
　

原
子

力
事

業
者

、
国

、
地

方
公

共
団

体
が

採
る

こ
と

を
想

定
さ

れ
る

措
置

等
（
１

／
２

）

Ｐ
Ａ

Ｚ
（
～

概
ね

5
km

）
Ｕ

Ｐ
Ｚ

（
概

ね
5
～

3
0
k
m

）

注
）本

イ
メ

ー
ジ

は
各

主
体

の
一

般
的

な
行

動
を

例
示

し
て

お
り

、
各

地
域

に
お

い
て

は
、

地
域

の
特

性
等

に
応

じ
て

防
護

措
置

に
係

る
各

主
体

の
行

動
を

と
る

こ
と

と
す

る
。

防
護

措
置

【
避

難
等

】
・
自

治
体

に
避

難
等

の
受

入
れ

を
要

請
【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
自

治
体

に
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
へ

の
協

力
を

要
請

【
避

難
等

】
・
避

難
等

の
受

入
れ

【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ
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対

応
】

・
避

難
、

一
時

移
転
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避

難
退

域
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検
査

及
び

簡
易

除
染
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準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
へ

の
協

力
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所
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に
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体
制

整
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報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
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防
護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
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護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
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-
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-
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-
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住

民
等

へ
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情
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達
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緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
避

難
】

・
避

難
の

実
施
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【
避

難
】
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近

）
避

難
の

実
施

【
避

難
】

・
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遠

）
避

難
の

受
入

れ

国
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-
-
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-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供
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報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供
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モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集
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分

析
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緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
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び
支

援

【
避

難
】

・
避

難
範

囲
の

決
定

・
自

治
体

に
避

難
の

実
施

（
移

動
が

困
難

な
者

の
一

時
退

避
を

含
む

）
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等
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通

じ
た

情
報
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供
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【
避

難
】
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避

難
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の
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定
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）
自

治
体
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の
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を
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【
避

難
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（
遠

）
自

治
体

に
避
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受

入
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-
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治

体
へ

通
報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

地方

公共団体

-
-

-
-

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
飲

食
物

摂
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濃
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収
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濃

度
測

定
す

べ
き

範
囲

の
決

定
・
自

治
体

に
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
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収
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体
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退
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退
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査
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-
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退
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検
査
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染
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治
体
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の
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関
等
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た

情
報
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事業者
-
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-
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-
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国
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治

体
へ

通
報
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-

・
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急
時
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リ
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グ

の
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-
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の

情
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達
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】
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の
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-
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情
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】
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グ
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収
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収
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グ

の
実

施
及

び
支

援

【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
範

囲
の

決
定
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近

）
自

治
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に
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移

転
の
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を
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時
移

転
】

・
（
遠

）
自

治
体

に
一

時
移

転
の

受
入

れ
を

要
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原子力

事業者
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

地方

公共団体

-
-

-
-

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施
【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

国
-

-
-

-
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

結
果

の
収

集
・

分
析

・
個

別
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
摂

取
制

限
品

目
の

決
定

・
自

治
体

に
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定
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果

の
収

集
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分
析

・
個

別
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施
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（
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概
ね

5
k
m

）
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１
Ｕ

Ｐ
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（
概

ね
5
～

3
0
k
m

）
Ｕ

Ｐ
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外
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ね
3
0
k
m

～
）
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ＯＩＬ

ＯＩＬ６ ＯＩＬ１飲食物に係るスクリーニング基準ＯＩＬ４

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
摂

取
制

限
品

目
の

決
定

・
自

治
体

に
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施
を

指
示

--

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施

防
護

措
置

-

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
放

射
性

物
質

の
濃

度
測

定
す

べ
き

範
囲

の
決

定
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治
体

に
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目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定
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指
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避
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退
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査
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】
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退
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１
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事

業
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、
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、
地

方
公

共
団

体
が

採
る

こ
と
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想

定
さ

れ
る

措
置

等
（
２

／
２

）

注
）
本

イ
メ

ー
ジ

は
各

主
体

の
一

般
的

な
行

動
を

例
示

し
て

お
り

、
各

地
域

に
お

い
て

は
、

地
域

の
特

性
等

に
応

じ
て

防
護

措
置

に
係

る
各

主
体

の
行

動
を

と
る

こ
と

と
す

る
。
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１
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急
事

態
区
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の

全
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事
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に
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防
護

措
置

体
制
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備
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報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
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護

措
置
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制

整
備

情
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モ
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タ
リ

ン
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へ
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治
体
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機
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等
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た
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タ
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グ
情

報
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収
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タ
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グ

の
実
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援
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避
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範

囲
の

決
定
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治
体

に
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実
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な
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-
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-
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濃
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び

簡
易

除
染

の
実

施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

国
-

-
-

-
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

原子力

事業者
-

-
-

-
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

地方

公共団体

-
-

-
-

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
の

実
施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

【
一

時
移

転
】

・
（
近

）
一

時
移

転
の

実
施

【
一

時
移

転
】

・
（
遠

）
一

時
移

転
の

受
入

れ

国
-

-
-

-
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
範

囲
の

決
定

・
自

治
体

に
一

時
移

転
の

実
施

を
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
範

囲
の

決
定

・
（
近

）
自

治
体

に
一

時
移

転
の

実
施

を
指

示

【
一

時
移

転
】

・
（
遠

）
自

治
体

に
一

時
移

転
の

受
入

れ
を

要
請

原子力

事業者
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

地方

公共団体

-
-

-
-

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施
【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

国
-

-
-

-
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

結
果

の
収

集
・

分
析

・
個

別
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
摂

取
制

限
品

目
の

決
定

・
自

治
体

に
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

結
果

の
収

集
・

分
析

・
個

別
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

別
添

４
－

１
　

原
子

力
事

業
者

、
国

、
地

方
公

共
団

体
が

採
る

こ
と

を
想

定
さ

れ
る

措
置

等
（
２

／
２

）

ＯＩＬ２

ＯＩＬ

ＯＩＬ６ ＯＩＬ１飲食物に係るスクリーニング基準ＯＩＬ４

Ｐ
Ａ

Ｚ
（
～

概
ね

5
k
m

）
※

１
Ｕ

Ｐ
Ｚ

（
概

ね
5
～

3
0
km

）
Ｕ

Ｐ
Ｚ

外
（
概

ね
3
0
k
m

～
）

注
）
本

イ
メ

ー
ジ

は
各

主
体

の
一

般
的

な
行

動
を

例
示

し
て

お
り

、
各

地
域

に
お

い
て

は
、

地
域

の
特

性
等

に
応

じ
て

防
護

措
置

に
係

る
各

主
体

の
行

動
を

と
る

こ
と

と
す

る
。

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
摂

取
制

限
品

目
の

決
定

・
自

治
体

に
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施
を

指
示

--

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施

防
護

措
置

-

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
放

射
性

物
質

の
濃

度
測

定
す

べ
き

範
囲

の
決

定
・
自

治
体

に
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
指

示

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

へ
の

協
力

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
実

施

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
指

示

-

※
１

・
・
・
緊

急
事

態
区

分
の

全
面

緊
急

事
態

に
お

い
て

Ｐ
Ａ

Ｚ
内

は
避

難
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
前

提
。
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修正前 修正後 摘要 

 
 

記載の適正化 

                          ※
島

根
原

子
力

発
電

所
１

号
炉

に
適

用

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

防
護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

原子力

事業者

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
国

へ
通

報
・
敷

地
境

界
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

-
-

-
-

地方

公共団体

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備

-

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

-
-

国

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築・
現

地
派

遣
の

準
備

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
-

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
の

た
め

の
調

整

原子力

事業者

・
要

員
追

加
参

集
・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

・
敷

地
境

界
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

-
-

-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
及

び
支

援

地方

公共団体

・
要

員
追

加
参

集
・
国

及
び

他
の

自
治

体
に

応
援

要
請

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
今

後
の

情
報

に
つ

い
て

住
民

等
へ

の
注

意
喚

起

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
屋

内
退

避
】

・
屋

内
退

避
準

備
・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
今

後
の

情
報

に
つ

い
て

住
民

等
へ

の
注

意
喚

起

-

国

・
要

員
追

加
参

集
・
現

地
派

遣
の

実
施

・
現

地
追

加
派

遣
の

準
備

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
屋

内
退

避
】

・
自

治
体

に
屋

内
退

避
準

備
を

指
示

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
準

備
及

び
支

援

原子力

事業者

・
要

員
追

加
参

集
・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

・
敷

地
境

界
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

-
-

-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

地方

公共団体

・
要

員
追

加
参

集
・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
屋

内
退

避
】

・
屋

内
退

避
の

実
施

【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

準
備

（
配

布
等

）
【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
避

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）

・
要

員
参

集
・
情

報
収

集
・
連

絡
体

制
の

構
築

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

国

・
要

員
追

加
参

集
・
現

地
追

加
派

遣
の

実
施

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
指

示
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析

【
屋

内
退

避
】

・
自

治
体

に
屋

内
退

避
の

実
施

を
指

示
【
安

定
ヨ

ウ
素

剤
】

・
自

治
体

に
安

定
ヨ

ウ
素

剤
の

服
用

準
備

（
配

布
等

）
を

指
示

【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
自

治
体

に
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
を

指
示

・
自

治
体

へ
の

参
集

要
請

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
支

援

注
）
本

イ
メ

ー
ジ

は
各

主
体

の
一

般
的

な
行

動
を

例
示

し
て

お
り

、
各

地
域

に
お

い
て

は
、

地
域

の
特

性
等

に
応

じ
て

防
護

措
置

に
係

る
各

主
体

の
行

動
を

と
る

こ
と

と
す

る
。

Ｕ
Ｐ

Ｚ
Ｕ

Ｐ
Ｚ

外
※

防
護

措
置

や
協

力
な

ど
が

必
要

と
判

断
さ

れ
た

範
囲

に
限

る
。

防
護

措
置

緊急事態区分

警戒事態

---

施設敷地緊急事態

(原災法１０条の通報すべき基準を採用。ただし、全面

緊急事態に該当する場合を除く。）

---

全面緊急事態

(原災法１５条の原子力緊急事態宣言

の基準を採用。)

-

【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
へ

の
協

力

【
防

護
措

置
基

準
に

基
づ

く
防

護
措

置
へ

の
対

応
】

・
自

治
体

に
避

難
、

一
時

移
転

、
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
準

備
（
避

難
・
一

時
移

転
先

、
輸

送
手

段
、

当
該

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
場

所
の

確
保

等
）
へ

の
協

力
を

要
請

別
添

４
－

２
　

原
子

力
事

業
者

、
国

、
地

方
公

共
団

体
が

採
る

こ
と

を
想

定
さ

れ
る

措
置

等
（
１

／
２

）
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修正前 修正後 摘要 

  

記載の適正化 

                          ※
島

根
原

子
力

発
電

所
１

号
炉

に
適

用

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

防
護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

原子力

事業者
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-
-

-
-

-
-

-

地方

公共団体

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
避

難
】

・
避

難
の

実
施

-
-

-

【
避

難
】

・
（
近

）
避

難
の

実
施

【
避

難
】

・
（
遠

）
避

難
の

受
入

れ

国
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
避

難
】

・
避

難
範

囲
の

決
定

・
自

治
体

に
避

難
の

実
施

（
移

動
が

困
難

な
者

の
一

時
退

避
を

含
む

）
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

【
避

難
】

・
避

難
範

囲
の

決
定

・
（
近

）
自

治
体

に
避

難
の

実
施

を
指

示

【
避

難
】

・
（
遠

）
自

治
体

に
避

難
受

入
れ

を
要

請

原子力

事業者
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

地方

公共団体

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

国
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
放

射
性

物
質

の
濃

度
測

定
す

べ
き

範
囲

の
決

定
・
自

治
体

に
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

原子力

事業者
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

へ
の

協
力

-
-

-

地方

公共団体

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
実

施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

国
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

原子力

事業者
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施

地方

公共団体

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
の

実
施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

【
一

時
移

転
】

・
（
近

）
一

時
移

転
の

実
施

【
一

時
移

転
】

・
（
遠

）
一

時
移

転
の

受
入

れ

　

国
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
範

囲
の

決
定

・
自

治
体

に
一

時
移

転
の

実
施

を
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
範

囲
の

決
定

・
（
近

）
自

治
体

に
一

時
移

転
の

実
施

を
指

示

【
一

時
移

転
】

・
（
遠

）
自

治
体

に
一

時
移

転
の

受
入

れ
を

要
請

原子力

事業者
-

-
-

-
-

-
-

地方

公共団体

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施
【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

国
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

結
果

の
収

集
・

分
析

・
個

別
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
摂

取
制

限
品

目
の

決
定

・
自

治
体

に
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

結
果

の
収

集
・

分
析

・
個

別
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

注
）
本

イ
メ

ー
ジ

は
各

主
体

の
一

般
的

な
行

動
を

例
示

し
て

お
り

、
各

地
域

に
お

い
て

は
、

地
域

の
特

性
等

に
応

じ
て

防
護

措
置

に
係

る
各

主
体

の
行

動
を

と
る

こ
と

と
す

る
。

ＯＩＬ６

-

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
摂

取
制

限
品

目
の

決
定

・
自

治
体

に
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施
を

指
示

ＯＩＬ２

-

別
添

４
－

２
　

原
子

力
事

業
者

、
国

、
地

方
公

共
団

体
が

採
る

こ
と

を
想

定
さ

れ
る

措
置

等
（
２

／
２

）

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
放

射
性

物
質

の
濃

度
測

定
す

べ
き

範
囲

の
決

定
・
自

治
体

に
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
指

示

ＯＩＬ４

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

へ
の

協
力

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
実

施

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
指

示

Ｕ
Ｐ

Ｚ
Ｕ

Ｐ
Ｚ

外
※

防
護

措
置

や
協

力
な

ど
が

必
要

と
判

断
さ

れ
た

範
囲

に
限

る
。

防
護

措
置

ＯＩＬ

ＯＩＬ１飲食物に係るスクリーニング基準

--

                          ※
島

根
原

子
力

発
電

所
１

号
炉

に
適

用

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

防
護

措
置

体
制

整
備

情
報

提
供

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

原子力

事業者
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-
-

-
-

-
-

-

地方

公共団体

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
避

難
】

・
避

難
の

実
施

-
-

-

【
避

難
】

・
（
近

）
避

難
の

実
施

【
避

難
】

・
（
遠

）
避

難
の

受
入

れ

国
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
避

難
】

・
避

難
範

囲
の

決
定

・
自

治
体

に
避

難
の

実
施

（
移

動
が

困
難

な
者

の
一

時
屋

内
退

避
を

含
む

）
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

【
避

難
】

・
避

難
範

囲
の

決
定

・
（
近

）
自

治
体

に
避

難
の

実
施

を
指

示

【
避

難
】

・
（
遠

）
自

治
体

に
避

難
受

入
れ

を
要

請

原子力

事業者
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

地方

公共団体

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

国
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
放

射
性

物
質

の
濃

度
測

定
す

べ
き

範
囲

の
決

定
・
自

治
体

に
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

原子力

事業者
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

へ
の

協
力

-
-

-

地方

公共団体

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
実

施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

国
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

-

原子力

事業者
-

・
国

及
び

自
治

体
へ

通
報

-
-

-
-

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

地方

公共団体

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
の

実
施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

-

【
一

時
移

転
】

・
（
近

）
一

時
移

転
の

実
施

【
一

時
移

転
】

・
（
遠

）
一

時
移

転
の

受
入

れ

国
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
範

囲
の

決
定

・
自

治
体

に
一

時
移

転
の

実
施

を
指

示
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
情

報
の

収
集

・
分

析
・
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
及

び
支

援

【
一

時
移

転
】

・
一

時
移

転
範

囲
の

決
定

・
（
近

）
自

治
体

に
一

時
移

転
の

実
施

を
指

示

【
一

時
移

転
】

・
（
遠

）
自

治
体

に
一

時
移

転
の

受
入

れ
を

要
請

原子力

事業者
-

-
-

-
-

-
-

地方

公共団体

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施
【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施

-

・
住

民
等

へ
の

情
報

伝
達

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

国
-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

結
果

の
収

集
・

分
析

・
個

別
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
摂

取
制

限
品

目
の

決
定

・
自

治
体

に
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施
を

指
示

-

・
自

治
体

へ
の

情
報

提
供

・
報

道
機

関
等

を
通

じ
た

情
報

提
供

・
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

結
果

の
収

集
・

分
析

・
個

別
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
実

施

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
放

射
性

物
質

の
濃

度
測

定
す

べ
き

範
囲

の
決

定
・
自

治
体

に
個

別
品

目
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

測
定

を
指

示

ＯＩＬ４

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

へ
の

協
力

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
実

施

【
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

】
・
避

難
退

域
時

検
査

及
び

簡
易

除
染

の
指

示

Ｕ
Ｐ

Ｚ
Ｕ

Ｐ
Ｚ

外
※

防
護

措
置

や
協

力
な

ど
が

必
要

と
判

断
さ

れ
た

範
囲

に
限

る
。

防
護

措
置

ＯＩＬ

ＯＩＬ１飲食物に係るスクリーニング基準

--

ＯＩＬ６

-

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施

【
飲

食
物

摂
取

制
限

】
・
摂

取
制

限
品

目
の

決
定

・
自

治
体

に
飲

食
物

摂
取

制
限

の
実

施
を

指
示

ＯＩＬ２

-

注
）
本

イ
メ

ー
ジ

は
各

主
体

の
一

般
的

な
行

動
を

例
示

し
て

お
り

、
各

地
域

に
お

い
て

は
、

地
域

の
特

性
等

に
応

じ
て

防
護

措
置

に
係

る
各

主
体

の
行

動
を

と
る

こ
と

と
す

る
。

別
添

４
－

２
　

原
子

力
事

業
者

、
国

、
地

方
公

共
団

体
が

採
る

こ
と

を
想

定
さ

れ
る

措
置

等
（
２

／
２

）
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